
“ヒット”商品創出支援事業業務 評価基準 

１ 契約候補者の評価及び選定方法 

選定委員（５名）が下表の評価項目により審査し、下記により契約候補者を選定する。 

(1) 失格者を除いた者のうち、「評価の総合点合計が最も高い者」を契約候補者とする。 

 (2) 総合点合計が最も高い者が複数の場合は、「最高点と評価した選定委員が最も多かった者」を契約候補

者とする。なお、「最高点と評価した選定委員数」も同数の場合は、企画提案者ごとに、全選定委員がつ

けた評価点の中で最高点及び最低点を除いた「平均点を算出し、最も高かった者」を契約候補者として選

定する。 

 ※ 各選定委員による評価の合計点の平均点が60点未満の場合は、当該企画提案書を契約候補者として選定

しない。企画提案者が１者の場合も同様とする。 

 ※ 企画提案書を提出した者が多数あり、受託者の特定に支障が生じると認められる場合は、企画提案書を評

価する書面審査を行い、プレゼンテーション対象者を最多３者選定する。 

評価項目 評価細目（評価の着眼点） 配点 

①事業目的 

の理解度 

・事業の目的について十分に理解し、明確なコンセプトの下に企

画提案がされているか 
実施要領4(5)②Ａ 10 

②実施体制 

・本業務を適切に実施運営できる体制となっているか 実施要領4(5)②Ｂ 10 

・適切なスケジュール（工程表）となっているか 実施要領4(5)②Ｃ 5 

・これまでに類似の事業に関する事業実績があるか 実施要領4(5)②Ｄ 5 

③

企

画

内

容 

セ
ミ
ナ
□

及
び 

SNS

相
談

会 

・営業力や販売力向上にふさわしい適切なセミナー講師及び専門

家を選出し、効果的な時期に実施する提案がされているか。 
仕様書３(1)ア～ウ 10 

専
門
家
に
よ
る
ハ
ン
ズ
オ
ン
支
援 

・支援対象事業者の商品力向上に関する課題解決にふさわしい企

画コーディネーター及び商品力向上アドバイザーを配置・選出す

る提案がされているか。 

仕様書3(2)ア①③ 10 

・企画コーディネーターによる支援対象者に対しての課題の抽出

及び解決策について、具体的な支援計画の提案がされているか。 

仕様書３(2)ア③ 

（イ）～（キ） 
5 

・消費者ニーズを捉え、更にブラッシュアップにつながる効果的

かつ適切なテストマーケティングの方法が提案されているか。 
仕様書３(2)ア④～⑥ 5 

・専門家派遣に係る実施事業の結果等について情報提供・啓発を

考慮した報告会の企画提案がされているか。 
仕様書３(2)ア⑦～⑫ 5 

・食品大手企業等との連携による商品開発支援において、適切な

商品コラボコーディネーターの配置計画がされているか、また、

有効なマッチングが図れるような工夫がされているか。 

仕様書３(2)イ 10 

・過年度支援対象事業者の商品状況調査について、適切な方法で

実施する提案がされているか。 
仕様書３(2)ウ 5 

オ
ン
ラ
イ
ン

商
談
会 

・多くのバイヤーの招聘が見込め、また、想定する招聘バイヤー

は販路拡大を期待できるか。 
仕様書３(3)アイ 5 

・効果的な商談会となるような工夫がされているか。 仕様書３(3)ウ～カ 10 

④積算の妥当性 ・経費の積算は、明確かつ妥当な金額か 実施要領４（5）②Ｆ 5 

合 計   100 

 

区分 
配点基準 

５点 10点 

優れている ５点 10点 
やや優れている ４点 ８点 

普通 ３点 ６点 
やや劣る ２点 ４点 
劣る １点 ２点 



（選定委員） 

 選定委員は、５名とする。 


